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今
、
あ
ら
た
め
て
、

司
法
と
裁
判
官
の
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え
る
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司
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〈
第
五
〇
回
司
法
制
度
研
究
集
会
か
ら
〉

　

新
井
章
氏（
弁
護
士
）「
長
沼
事
件
か
ら
五
〇
年
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
は
何
を

な
す
べ
き
か
」
は
、
長
沼
訴
訟
は
、
ア
メ
リ
カ
の
極
東
戦
略
下
の
違
憲
の

再
軍
備
政
策
と
こ
れ
に
対
す
る
国
民
の
強
い
抵
抗
運
動
の
中
で
必
然
的
に

起
こ
っ
た
訴
訟
で
あ
り
、
当
時
の
凄
ま
じ
い
裁
判
干
渉
や
政
治
的
圧
力
は
、

政
府
与
党
が
「
い
か
な
る
手
段
を
用
い
て
も
絶
対
に
軍
事
防
衛
問
題
で
は

違
憲
判
決
を
出
さ
せ
ま
い
と
す
る
不
退
転
の
決
意
」
で
行
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
と
し
、
長
沼
一
審
の
自
衛
隊
違
憲
判
決
の
後
は
、
戦
争
政
策
に
反

対
す
る
多
く
の
訴
訟
に
お
い
て
司
法
は
「
壁
」
と
な
り
続
け
た
こ
と
、
我

々
は
い
ま
、
我
が
国
の
軍
事
防
衛
政
策
や
司
法
問
題
を
、
改
め
て
戦
後
史

の
中
に
位
置
づ
け
て
分
析
把
握
し
、
粘
り
強
い
闘
い
を
展
開
す
る
必
要
が

あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

　

鷲
野
忠
雄
氏（
弁
護
士
）「
司
法
の
危
機
の
時
代
│
│
何
が
あ
っ
た
の
か
」

は
、
当
時
青
法
協
事
務
局
長
で
あ
っ
た
立
場
か
ら
、
平
賀
書
簡
事
件
の
経

緯
、
特
に
国
会
の
裁
判
官
訴
追
委
員
会
の
証
言
に
お
い
て
平
賀
所
長
が
、

「
世
間
の
も
の
笑
い
に
な
る
よ
う
な
お
か
し
な
裁
判
を
さ
れ
て
は
困
る
」

と
裁
判
干
渉
の
書
簡
を
送
っ
た
こ
と
を
正
当
化
し
て
い
た
こ
と
、
青
法
協

を
脱
会
し
た
裁
判
官
は
出
世
し
、
残
っ
た
裁
判
官
は
ほ
と
ん
ど
左
遷
さ
れ

た
こ
と
等
を
紹
介
し
、
司
法
の
危
機
の
真
相
は
政
治
権
力
と
最
高
裁
の
共

　
◆
特
集
に
あ
た
っ
て

　

二
〇
一
九
年
一
一
月
二
三
日（
土
・
祝
）、
東
京
・

永
田
町
の
全
国
町
村
会
館
で
、
第
五
〇
回
司
法
制
度

研
究
集
会
「
今
、
あ
ら
た
め
て
、
司
法
と
裁
判
官
の

独
立
を
考
え
る
│
│
司
法
の
危
機
の
時
代
か
ら
五
〇

年
」
が
一
〇
〇
名
近
く
の
参
加
者
を
得
て
開
催
さ

れ
た
。

　

今
年
の
司
法
制
度
研
究
集
会（
司
研
集
会
）は
、
第

五
〇
回
と
い
う
節
目
の
回
で
あ
り
、
ま
た
、
長
沼
訴

訟
に
関
す
る
裁
判
干
渉
の
「
平
賀
書
簡
」
事
件
、
最

高
裁
に
よ
る
裁
判
官
へ
の
激
し
い
青
法
協
脱
退
工
作

な
ど
の「
司
法
の
危
機
」か
ら
五
〇
年
目
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
日
民
協
だ
け
で
な
く
、
青
年
法
律
家
協
会
弁

護
士
学
者
合
同
部
会
、
自
由
法
曹
団
、
全
司
法
労
働

組
合
の
四
団
体
共
催
と
し
、
プ
レ
シ
ン
ポ
な
ど
準
備

を
重
ね
、
当
日
は
六
名
の
方
に
報
告
を
頂
い
た
。

　

本
号
は
そ
の
特
集
で
あ
る
。
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聴
会
な
ど
最
高
裁
判
事
任
命
の
可
視
化
や
、
短
期
す
ぎ
る
最
高
裁
判
事
の

任
期
の
改
革
な
ど
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

　

晴
山
一
穂
氏（
専
修
大
学
名
誉
教
授
・
行
政
法
）「
問
わ
れ
る
最
高
裁
の
思

考
様
式
│
│
行
政
法
の
観
点
か
ら
」
は
、
公
務
員
の
争
議
行
為
や
政
治
活

動
、
外
国
人
の
公
務
就
任
権
、
国
旗
・
国
家
関
連
訴
訟
に
関
す
る
最
高
裁

判
例
を
見
る
と
、
少
な
く
と
も
政
治
支
配
の
根
幹
に
関
わ
る
事
件
で
は
、

人
権
意
識
の
著
し
い
欠
如
、
立
法
・
行
政
に
対
す
る
過
剰
な
配
慮
は
「
司

法
の
危
機
」
の
時
代
か
ら
一
貫
し
て
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
、
内
閣
は
時

の
権
力
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
人
事
を
自
由
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
最
高

裁
を
統
制
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
安
倍
政
権
に
お
い
て
日
弁
連
の
推
薦
リ

ス
ト
に
載
っ
て
い
な
か
っ
た
学
者
を
任
命
し
た
こ
と
は
そ
の
典
型
で
あ
る

こ
と
を
述
べ
た
。

　

そ
の
後
の
質
疑
応
答
で
も
貴
重
な
意
見
交
換
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ぜ
ひ

本
文
を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。

　

第
五
〇
回
司
研
集
会
は
、
半
世
紀
前
の
「
司
法
の
危
機
」
を
取
り
上
げ

つ
つ
、
そ
れ
を
単
に
過
去
の
話
と
見
る
の
で
は
な
く
、
当
時
生
ま
れ
た
裁

判
官
統
制
や
司
法
行
政
の
あ
り
方
が
現
在
の
「
最
高
裁
を
頂
点
と
す
る
ヒ

エ
ラ
ル
キ
ー
の
完
成
」に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
や
、
平
和
訴
訟
や
公
務
員
の

基
本
的
人
権
に
関
わ
る
訴
訟
に
お
い
て
は
当
時
歪
め
ら
れ
た
最
高
裁
判
例

が
ず
っ
と
続
い
て
い
る
こ
と
な
ど
、
ま
さ
に
「
い
ま
」
に
直
結
し
て
い
る

こ
と
が
多
面
的
に
論
じ
ら
れ
た
。

　

そ
し
て
、
最
高
裁
判
事
全
員
が
安
倍
内
閣
に
任
命
さ
れ
て
い
る
現
在
に

お
い
て
、
最
高
裁
判
決
、
と
り
わ
け
第
一
小
法
廷
判
決
の
劣
化
が
共
通
に

指
摘
さ
れ
、
最
高
裁
判
事
の
任
命
プ
ロ
セ
ス
に
公
聴
会
を
導
入
す
る
な
ど

の
改
革
の
必
要
性
も
論
者
か
ら
共
通
に
指
摘
さ
れ
た
。

　

今
後
の
司
法
政
策
を
巡
る
運
動
に
も
繋
が
る
重
要
な
集
会
と
な
り
、
法

律
家
四
団
体
で
共
催
し
た
こ
と
の
意
義
も
大
き
か
っ
た
と
思
う
。

 
（
日
民
協
事
務
局
長
　
弁
護
士
　
米
倉
洋
子
）

同
歩
調
に
あ
っ
た
の
だ
と
述
べ
た
。

　

井
戸
謙
一
氏（
元
裁
判
官
・
弁
護
士
）「
司
法
の
可
能
性
と
限
界
と
│
│
司

法
に
役
割
を
果
た
さ
せ
る
た
め
に
」
は
、
一
九
七
九
年
か
ら
二
〇
一
一
年

ま
で
裁
判
官
だ
っ
た
経
験
か
ら
、
任
官
当
時
は
ま
だ
二
〇
〇
名
以
上
の
青

法
協
会
員
裁
判
官
が
お
り
、
裁
判
官
懇
話
会
や
自
主
的
な
勉
強
会
も
あ
り
、

裁
判
官
会
議
も
機
能
し
て
い
た
が
、
退
官
時
に
は
裁
判
官
の
自
主
的
活
動

が
消
滅
し
、
部
総
括
判
事
に
よ
る
新
人
教
育
シ
ス
テ
ム
、
裁
判
官
会
議
の

惨
憺
た
る
形
骸
化
、
人
事
に
よ
る
裁
判
官
統
制
の
巧
妙
化
な
ど
、
最
高
裁

を
頂
点
と
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
完
成
し
て
い
た
こ
と
、
最
高
裁
判
決
は

劣
化
し
て
い
る
が
、
下
級
審
判
決
は
社
会
を
動
か
す
大
き
な
意
味
を
持
っ

て
お
り
、
裁
判
官
が
同
調
圧
力
を
跳
ね
の
け
て
や
り
た
い
判
決
が
で
き
る

よ
う
な
励
ま
し
を
社
会
的
に
作
っ
て
い
く
こ
と
が
課
題
で
あ
る
と
述
べ
た
。

　

島
田
広
氏（
弁
護
士
）「
岡
口
裁
判
官
問
題
か
ら
考
え
る
裁
判
官
の
独
立
と

市
民
的
自
由
」は
、
岡
口
基
一
裁
判
官
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
理
由
と
す
る
懲
戒

反
対
運
動
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
原
発
差
止
訴
訟
、
戦
後
補
償
訴
訟
な
ど

を
担
当
し
、
司
法
の
重
大
な
責
任
放
棄
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
裁
判
官

の
表
現
の
自
由
の
明
白
な
侵
害
を
放
置
で
き
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る

こ
と
、
国
際
的
に
も
少
数
者
を
大
事
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
中

で
、「
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
司
法
」
を
め
ざ
し
司
法
を
変
え
る
一
大
運
動

が
必
要
で
あ
る
と
の
思
い
を
強
調
し
た
。

　

白
取
祐
司
氏（
神
奈
川
大
学
教
授
・
刑
訴
法
）「
刑
訴
法
の
視
点
か
ら
最
近

の
最
高
裁
を
批
判
す
る
」
は
、
最
近
の
最
高
裁
、
と
り
わ
け
第
一
小
法
廷

の
判
例
に
、
一
審
、
二
審
の
無
罪
判
決
や
再
審
開
始
決
定
を
覆
す
も
の
が

極
め
て
多
い
こ
と
、
特
に
大
崎
事
件
は
、
差
戻
を
せ
ず
自
判
し
、
心
理
鑑

定
と
法
医
学
鑑
定
を
二
重
に
否
定
し
、
少
数
意
見
も
補
足
意
見
も
な
い
全

員
一
致
な
ど
「
異
常
」
と
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
、
安
倍

内
閣
の
最
高
裁
判
事
任
命
プ
ロ
セ
ス
が
異
常
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
公
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